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（用語の定義） 

本結果報告書において、以下の用語は次の意味で使用する。 

正式名称 本報告書上の略称等 

千葉県立中央図書館 中央図書館 

千葉県立西部図書館 西部図書館 

千葉県立東部図書館 東部図書館 

千葉県立鴨川青少年自然の家 鴨川青少年自然の家 

さわやかちば県民プラザ 県民プラザ 

千葉県立美術館 美術館 

千葉県立中央博物館 中央博物館 

千葉県立関宿城博物館 関宿城博物館 

千葉県立現代産業科学館 現代産業科学館 

千葉県立房総のむら 房総のむら 

千葉県文化会館 文化会館 

千葉県東総文化会館 東総文化会館 

千葉県南総文化ホール 南総文化ホール 

青葉の森公園芸術文化ホール 芸術文化ホール 

千葉県総合スポーツセンター 総合スポーツセンター 

千葉県国際総合水泳場 国際総合水泳場 

施設所管課 対象施設の管理及び運営を所管する担当課 

所管課 対象の事務事業を所管する担当課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 

外部監査報告書中の表の合計は、端数処理の関係で総数と内訳の合計とが一致しない

場合がある。 




